
適
切
な
給
水
装
置
工
事

　　

給
水
装
置
工
事
は
、
水
道
水
の
汚

染
等
防
止
の
た
め
、
市
の
指
定
を
受

け
た
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
が

適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
水
道
を
新
設
・
修
理
す
る
場
合

　

給
水
装
置
の
新
設
や
修
理
は
、
市

の
指
定
を
受
け
た
「
垂
水
市
指
定
給

水
装
置
工
事
事
業
者
」
へ
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。（
指
定
給
水
装
置
工
事
事

業
者
は
市
Ｈ
Ｐ
で
確
認
で
き
ま
す
。）

■
費
用
負
担

　

敷
地
内
・
屋
内
の
水
道
は
個
人
財
産

の
た
め
費
用
は
個
人
負
担
と
な
り
ま

す
。
工
事
内
容
等
を
業
者
に
十
分
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
水
道
課
☎
内
線

１
２
９
・
１
３
５

市
指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
の
追
加

■
追
加
指
定
事
業
者

①
事
業
者　

有
限
会
社
ミ
サ
カ
ガ
ス

②
代
表　

美
坂　

智
和

③
住
所　

垂
水
市
南
松
原
町
87
番
地
３

④
電
話　
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－

０
２
７
１

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
水
道
課
業
務
係
・

工
務
係
☎
内
線
１
２
９
・
１
３
５

裁
判
員
候
補
者
・
検
察

審
査
員
候
補
者
の
方
へ

　

候
補
者
は
、
選
挙
権
を
有
す
る
県

民
の
中
か
ら
、
く
じ
で
選
定
さ
れ
ま

す
。
11
月
中
旬
ご
ろ
に
通
知
が
届
き

ま
す
。
国
民
が
司
法
に
参
加
す
る
制

度
で
す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
鹿
児
島
地
方
裁

判
所
刑
事
部
裁
判
員
係
☎
０
９
９

－

２
２
２

－

７
１
５
７
／
鹿
児
島
検
察

審
査
会
事
務
局
☎
０
９
９

－

８
０
８

－

３
７
１
９

自
治
公
民
館
建
物

新
築
・
修
理
補
助
制
度

　

自
治
公
民
館
建
物
の
新
築
・
修
理

に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助

金
の
交
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
に
あ
た
っ
て

　

申
請
内
容
の
精
査
や
予
算
を
伴
う

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
計
画
さ
れ

た
場
合
に
は
、
事
前
（
着
手
前
）
に

ご
相
談
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
着
手
後
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
補

助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
社
会
教
育
課
社

会
教
育
係
☎
32

－

０
２
２
４

ご
み
分
別
の
お
願
い

　

ご
み
を
出
す
際
は
き
ち
ん
と
分
別

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
ご
み
の
分
別
に
つ
い
て

①
市
発
行
の
ご
み
分
別
表
を
参
考
に
、

　

き
ち
ん
と
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

②
市
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の
持
ち
込
み

　

の
際
も
分
別
を
お
願
い
し
ま
す
。

③
指
定
の
ご
み
袋
に
氏
名
を
記
入
し
、

　

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。

※
ご
み
分
別
表
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
、
生
活
環
境
課
ま
た
は
市
民
課
相

談
係
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
事
業
者
の
皆
様
へ

　

事
業
所
か
ら
出
る
ご
み
に
つ
い
て

は
、
事
業
者
自
ら
の
責
任
に
お
い
て

処
分
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

地
域
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
出

せ
ま
せ
ん
の
で
、
市
の
廃
棄
物
収
集

運
搬
許
可
業
者
へ
依
頼
す
る
な
ど
、

適
正
な
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
生
活
環
境
課
☎
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－

１
２
９
７

象
牙
の
登
録
に
つ
い
て

　

環
境
省
で
は
、
国
内
に
あ
る
象
牙

の
在
庫
を
調
査
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
象
牙

　

全
形
を
保
持
し
た
象
牙
の
み

※
印
鑑
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
象
牙

製
品
は
登
録
対
象
外
。

■
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

登
録
対
象
と
な
る
象
牙
を
未
登
録

の
ま
ま
売
っ
た
り
あ
げ
た
り
す
る
こ

と
は
違
法
で
す
。
未
登
録
の
象
牙
を

お
持
ち
の
方
は
、
ま
ず
は
ご
連
絡
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
環
境
省
象
牙
在

庫
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局
☎
０
３

－

６
６
５
６

－

４
６
６
０

優
良
運
輸
事
業
者
の
活
用

　

九
州
運
輸
局
で
は
、
運
輸
事
業
者

と
利
用
者
に
と
っ
て
安
心
安
全
な
運

輸
サ
ー
ビ
ス
に
繋
が
る
こ
と
を
期
待

し
て
、
国
や
関
係
事
業
者
団
体
が
実

施
し
て
い
る
安
全
面
や
環
境
面
で
優

良
な
運
輸
事
業
者
の
利
用
促
進
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
九
州
運

輸
局
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
九
州
運
輸
局
☎

０
９
２

－

４
７
２

－

２
３
３
３

◎ごみ分別表は
市 HPからもご確
認いただけます。

▼

福
祉

平
成
29
年
度
「
北
朝
鮮
人

権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」

■
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

　

平
成
18
年
６
月
、
国
民
の
間
に
広

く
拉
致
問
題
や
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局

に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
つ
い
て
の

関
心
と
認
識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、「
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮

当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対

処
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、

毎
年
12
月
10
日
か
ら
16
日
ま
で
を
啓

発
週
間
と
定
め
て
い
ま
す
。

■
取
組
に
つ
い
て

　

県
に
お
い
て
は
、
県
民
の
関
心
と

認
識
を
深
め
る
た
め
、
ラ
ジ
オ
、
県

政
か
わ
ら
版
な
ど
の
広
報
媒
体
や
写

真
パ
ネ
ル
展
の
開
催
等
に
よ
り
、｢

北

朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間｣

に

つ
い
て
広
く
周
知
、
啓
発
を
行
う
予

定
で
あ
り
、
本
市
に
お
い
て
も
法
務

局
よ
り
送
付
さ
れ
る
予
定
の
拉
致
問

題
啓
発
ポ
ス
タ
ー
を
市
内
の
公
的
機

関
の
掲
示
板
に
掲
出
し
て
、
市
民
に

広
く
周
知
、
啓
発
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
福
祉
課
地
域
福

祉
係
☎
内
線
１
２
５

複
合
健
診

　

本
年
度
未
受
診
者
の
方
を
対
象
に

６
つ
の
複
合
健
診
を
実
施
し
ま
す
。

■
開
催
　
12
月
15
日（
金
）～
16
日（
土
）

■
受
付
　
午
前
８
時
30
分
～
９
時
30
分

■
場
所
　
垂
水
市
市
民
館

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
国
保
係

☎
内
線
１
６
０
／
保
健
課
健
康
増
進

係
☎
内
線
１
３
８
・
１
６
４

　パブリックコメント制度とは計画や条例など市の政策を作る時に、その内容等を公表し、市民から提出された

意見を参考にして意思決定を行う手続です。多くの方からのご意見をお待ちしております。なお、本制度は政策

の賛否を問うものではありません。また、集計結果はHP等で公表し、意見提出者への個別回答は行いません。

パブリックコメント、ご意見をお待ちしております！

垂水市第 7期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（案）

■策定の背景・目的

　「たとえ介護が必要になっても、障害・認知症になっ

てもいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられるま

ち垂水」を基本目標に、平成 30 年度～平成 32 年度

の３年間の基本指針となる垂水市第 7期高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画の策定を進めています。

■策定により期待されること

　高齢者の尊厳と生活支援を目的に、住み慣れた地域

での暮らしのため、介護・予防・医療などが一体的に

提供される地域包括ケアシステムの構築を目指す。

■募集期間　12 月 22 日（金）～ 1月 22日（月）

■担当課

　保健課介護保険係

　TEL：32-1111（内線 121・123・128）

　FAX：32-0225

　mail：29-04@po.city.tarumizu.kagoshima.jp

■案の公表場所

　保健課、市役所ロビー、牛根・新城両支所、市HP

■意見提出方法　直接、郵送、FAX、メール、

　　　　　　　　市HP専用フォームでの投稿

▲

複合健診における６つの健診一覧表

健診・検診 対象 料金 必要書類
特定健診 40歳～ 74 歳 国保

加入者
無料

①保険証
②案内ハガキ
（ハガキがな
い方も受診で
きます）

若年者健診 20歳～ 39 歳

長寿健診
75歳以上または、
65歳～ 74 歳の後期
高齢者医療保険加入者

胃がん検診
本年度受診していない
40歳以上の方
（国保以外の方も受診
できます）

1,000 円
（市民税非課税・70歳以上無料）なし腹部超音波検診

肺がん・結核検診 読
どくえい

影のみ無料＋喀
かくたん

痰検査 700 円
（市民税非課税・70歳以上無料）なし
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